
「募集」「イベント」「お知らせ」など暮らしに役立つ情報をお届けします。お 知 ら せ
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『火を消して  不安を消して  つなぐ未来』

令和６年春季全国火災予防運動を実施します

消防イベントを開催します！　～各ブースを体験すると消防グッズをプレゼント～

1寝たばこは絶対にしない、させない。
2ストーブの周りに燃えやすいものを置か
ない。

3こんろを使うときは火のそばを離れない。
4コンセントはほこりを清掃し、不必要なプ
ラグは抜く。

　（令和５年度全国統一防火標語）

■実施期間　�３月１日㈮～７日㈭�（７日間）

【日時】３月３日㈰　午前10時～午後３時
【場所】イオンタウン上里駐車場他（上里町金久保359-１）
【内容】火災予防ポスター、消防ぬりえの展示（展示期間：３月１日㈮～７日㈭）、消防
署による災害対応訓練の実施、はしご車・救助工作車の展示、煙体験ハウスによる煙
体験、水消火器体験、AED�体験　など

★住宅防火 いのちを守る 10のポイント　－４つの習慣・６つの対策－

1火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ
などは安全装置の付いた機器を使用する。
2火災の早期発見のために、住宅用火災警報器
を定期的に点検し、10�年を目安に交換する。
3火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、
寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する。

4火災を小さいうちに消すために、消火器な
どを設置し、使い方を確認しておく。
5お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路
と避難方法を常に確保し、備えておく。
6防火防災訓練への参加、戸別訪問などによ
り、地域ぐるみの防火対策を行う。

４つの習慣

６つの対策

問合せ＝児玉郡市広域消防本部　予防課　☎24-8392

危険！　リチウムイオン電池などの適切な廃棄のお願い
　リチウムイオン電池は、外部の衝撃により変形・破損すると、内部に蓄積された高エネルギーが発熱・
破裂・発火する危険性があり大変危険ですので、可燃・不燃ごみと混同してごみ収集所へ排出しないでく
ださい。
　リチウムイオン電池は、ゲーム機やラジコンおもちゃの遊具から、スマートフォン
や加熱式たばこといった製品まで、多くの用途で使用されています。火災を防ぐため、
廃棄する前はリチウムイオン電池などが使用されていないか確認してください。
　町では、リチウムイオン電池やモバイルバッテリー装置を５月と11月に町役場で
一斉回収しています。
　一斉回収については、改めて広報みさとで案内します。

問合せ＝総務課　生活環境係　☎76-1115

　町では、マイナンバーカードの普及と地域経済の活性化を目的として、対象者に美里町
商工会商品券5,000円分を配布（※１人１回限り）していますが、令和５年度をもって終
了します。マイナンバーの受け取りがお済みでないかたは、お早めにお受け取りください。

「マイナンバーカード」を取得すると5,000円分の商品券がもらえます！

【対象者】　マイナンバーカードを申請し、令和６年３月29日㈮までに交付を受けたかた
　　　　　他市区町村で作成した有効なマイナンバーカードを持って転入し、令和６年３月29日㈮
　　　　　までにマイナンバーカードの継続手続が完了したかた

問合せ＝住民保険課　住民係　☎76-1366

町ホームページ
ＱＲコード

３月末まで

※配付された商品券は、有効期間までにご利用ください。
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